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開催日：令和４年５月１２日（木）
午後４時

会 場：災害対策本部室
出 席：知事、副知事、危機管理局、

生活環境部、農林水産部、
農研機構（平田上級研究員）

鳥取県豚熱防疫対策連絡会議
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１ 豚熱の国内発生状況

２ 国の対応状況

３ 鳥取県の防疫対応
（１）飼養豚への対応
（２）野生いのししへ対応

４ お願い

会議内 容
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豚熱の国内発生状況

１ 平成30年9月9日、岐阜県養豚農場で発生（1例目）し、令和
3年1月にかけて岐阜県、愛知県、長野県、三重県、福井県、
埼玉県、山梨県、沖縄県、群馬県、山形県及び和歌山県で
発生。昨年3月以降も、奈良県、三重県、栃木県(3例）、神奈
川県、山梨県（2例）、滋賀県、群馬県（5例）、宮城県（2例）の
いずれもワクチン接種農場で発生。

２ 野生いのししの感染は２７都府県で確認。兵庫県では、令
和３年３月16日に丹波市の死亡いのしし2例で初確認し、令
和４年５月７日まで108例の陽性を確認。
また、令和4年3月17日に山口県岩国市、3月22日には広
島県大竹市で感染を確認。（4月27日現在、山口県16例、広
島県4例の感染確認。）
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飼養豚＋野生いのししでの発生（１６県）

野生いのししでの発生（１１都府県）

野生いのししで未発生のワクチン接種
推奨地域（１０県）

●
●●

飼養豚での発生（１県 沖縄県）

豚熱が確認された都府県（R４年4月～）

７８例目(４/13)
７９例目（４/15）

●

８０例目(４/22)
８１例目（５/10）
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豚熱の国内発生状況(野生いのしし）

野生いのししでの検出状況（令和４年４月２７日時点）
・陽性例は2７都府県で確認（４,７３４頭）

●



確定日 発見場所 死亡／捕獲 備考

R4.4.28 宍粟市 死亡 　宍粟市で初確認

R4.4.28 市川町 死亡 　市川町で初確認

　　R4.5.9現在108例の陽性を確認

近県の野生いのしし感染状況
＜兵庫県＞

●

●●

約25km

★

★

★

＜山口県＞

＜広島県＞

確定日 発見場所 死亡／捕獲 備考

R4.3.17 岩国市 死亡 　山口県で初確認

R4.3.30 周南市 死亡 　周南市で初確認

　　R4.5.9現在18例の陽性を確認

確定日 発見場所 死亡／捕獲 備考

R4.3.21 大竹市 死亡 　広島県で初確認

R4.4.15 廿日市市 死亡 　廿日市市で初確認

　　R4.5.9現在４例の陽性を確認

★

約18km



国の対応状況

■発生農場対策
・農林水産省豚熱・アフリカ豚熱対策本部会議開催
・全都道府県へ情報提供
・飼養衛生管理基準の遵守、早期発見、早期通報徹底を通知
・茨城県へ国の疫学調査チーム派遣を決定

■国の野生いのしし対策
・捕獲強化対策（ワナ増設等）
・農場への侵入防止対策（侵入防止柵設置支援）、全国の都道
府県対象
・経口ワクチン散布を鳥取県を含む２６都府県で実施



中国５県の対応状況

ワクチン接種
推奨地域指定

豚熱ワクチン接種 野生いのしし
経口ワクチン
散布開始時期

令和4年度野生い
のししモニタリン
グ検査予定頭数開始日

初回一斉
接種頭数

鳥取県 R3.3.17 R3.4.5 50,035頭 R3.9.27 400頭

岡山県 R3.3.17 R3.4.20 29,071頭 R４.2.10 299頭

島根県 R4.3.24 R4.4.12 35,059頭 準備中 330頭

広島県 R4.3.24 R4.4.18 （152,002頭） 準備中 300頭

山口県 R4.3.24 R4.4.12 30,357頭 R4.4.25 300頭



１ 発生情報の周知と注意喚起（市町村、養豚農場、農協等関
係機関）

２ 県内養豚農場の状況確認
・５月１２日現在、県内20農場の豚に異常なし。

３ 農場の野生いのしし等野生動物の侵入防止策の徹底
・侵入防止柵の点検、長靴等衣服の交換、車両消毒、早期通
報等を再度徹底するよう点検・指導中（～５月中旬）
・農場周辺消毒のため2月に消石灰を配布（1,100袋）

発生事例に対する鳥取県の対応



１ 飼養豚、いのししへの豚熱ワクチン接種等
令和４年度は計１３万頭に接種予定

（令和３年度に計１６万頭に接種）

２ ワクチン接種農場の抗体モニタリング
令和４年度は、15農場450頭の抗体検査を行い抗体を確認予定

（令和３年度に15農場407頭を検査し、401頭（98.5%)でワクチンによる抗体陽性を確認）

３ ワクチン接種体制強化
令和4年4月から獣医師会の協力を得て、民間獣医師10人による
接種を推進

４ 農場の野生いのしし等野生動物の侵入防止策の再度徹底
・侵入防止柵の点検、長靴の衣服の交換、車両消毒、早期
通報等について再度徹底するよう指導
・特に兵庫県境の若桜町や広島県境の県西部地区を重点に
チェック

今後の豚熱防疫体制（飼養豚）



１ 県境付近の野生いのししのモニタリングを強化
山口県、広島県の野生イノシシ感染確認を受け、県内全域でモニ

タリングを更に強化（令和３年度 300頭→令和４年度 400頭）。
平成３０年９月から令和４年４月28日までに県内全域で死亡11頭、捕獲619頭の計630頭を
検査し陰性を確認。

２ 経口ワクチン散布
・R3年度10月～11月に県東部県境に豚熱経口ワクチン散布
（散布した9,600個のうち168個でイノシシの摂取痕を確認）
・県東部県境や県西部の広島県、岡山県境（日野郡内）での経口ワ
クチン散布を開始。（R４年５月～ 年間２万個散布予定）

今後の豚熱防疫体制(野生いのしし-１）



３ 狩猟者や登山者等への衛生対策

・豚熱ウイルス拡散防止のポスターを関係機関へ配布（3/25）
・狩猟者登録時のチラシ配布や県ホームページで注意喚起実施

今後の豚熱防疫体制(野生いのししｰ２）



４ 野生いのしし検査情報の提供

県ホームページに野生いのししの県内検査状況と
マップシステムによる検査地点情報を提供

今後の豚熱防疫体制(野生いのししｰ３）



豚熱における対策の進め方

農場と野外での対策の両立が必要

農場における豚熱対策 イノシシにおける豚熱対策

目的
豚熱発生の防除、畜産業の保護

（豚の豚熱発症を防ぐ）

豚熱発生のリスクの軽減

（自然界でのウィルス残存リスクを

低減させる）

対策エリア 豚熱発生地域とその周辺関連施設
豚熱発生地域とその周辺を含む広域的

な地域

具体的手法

■バイオセキュリティーの徹底

・農場における飼養衛生管理基準の

確実な実行
・人の交差等による感染拡大防止

・イノシシ等の農場への侵入防止

■ 飼養豚へのワクチン接種 など

■ イノシシの捕獲強化

・イノシシの分散等を助長する捕獲

の制限
・捕獲時の防疫体制の整備

■ イノシシへの抗体賦与
・豚熱経口ワクチン散布

■ サーベイランスの徹底 など

実施範囲 農場と関連施設などの周辺や動線 農場周辺の林縁部を含む山林など



豚熱発生地域におけるイノシシ対策の強化

関係機関、関係部局との連携が非常に重要（必須！）

【
山
林
】
（
中
間
：
農
地
等
～
林
縁
）
【
農
場
】

くくりわなによる捕獲

箱わなや銃による捕獲
（巻狩り以外）

わなや銃による捕獲

豚熱対策に効率的
な捕獲手法の選択

侵入防止対策の徹底

緩衝帯の整備

サーベイランスの
強化・徹底

経口ワクチン散布



鳥取県における豚熱対策について

効率化、省力化も同時に図りながら、協働体制を取る

【大前提】
豚熱陽性イノシシが鳥取でも見つかるものと考えておく

サーベイランスの強化・徹底＋効率化
見つからない

警戒
・サーベイランス
・バイオセキュリティー
・捕獲強化
・洗浄、消毒等防疫 等見つかった

（最初期の場合）
・防衛ラインの設定
⇒（例）経口ワクチン緊急散布など

封じ込めに

成功

（拡大抑制）
・捕獲と経口ワクチン散布
による絞込みを強化

封じ込めが不可

（拡大期の場合）
・消火作業の実施
⇒通常の経口ワクチン散布を戦略的に実施
捕獲強化

通常、事前にできることの補足
・人材育成、人材確保
（柵の点検、誘引、捕獲・散布等）
・関係機関、関係部局との調整
農業、林業、環境部局
道路管理者や河川管理者
市町村、猟友会 等々
・新技術等の導入（改正指針など）
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豚熱対応窓口

(24時間対応しています。）

■生産者の皆さんの相談窓口

鳥取家畜保健衛生所 ０８５７－５３－２２４０ （夜間休日は転送）

倉吉家畜保健衛生所 ０８５８－２６－３３４１ （ 〃 ）

西部家畜保健衛生所 ０８５９－６２－０１４０ （ 〃 ）

■豚熱に係る死亡いのししに関する通報窓口
畜産課 ０８５７－２６－７２８６

０９０-８０６１－９１０９ (休日、夜間）
各市町村窓口

■豚熱に係る野生いのししに関する相談窓口

緑豊かな自然課 ０８５７－２６－７９７９ （夜間休日 ０８５７－２６－７１１１）

中部総合事務所環境建築局 ０８５８－２３－３１４９ （夜間休日 ０８５８－２２－８１４１）

西部総合事務所環境建築局 ０８５９－３１－９６２８ （夜間休日 ０８５９－３４－６２１１）

■平日夜間、休日、祝日相談窓口

防災当直 ０８５７－２６－８１００
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豚熱ウイルスの拡散防止のお願い

■野生いのししの間で豚熱という病気が広がっています。
人間に感染することはありませんが、豚に感染して養
豚業に大きな被害を与えます。ウイルスを山から持ち
帰らないようご協力をお願いします。

■ウイルスは土にも含まれます。靴の泥は山で落としま
しょう。

■いのししを誘引しないよう、飲食物は捨てずに持ち帰
りましょう。

■山から下りたら、畜産施設に近寄らないようにしまし
ょう。

■いのししの死体を見つけたら、所轄の自治体又は県庁
畜産振興局畜産課へ連絡してください。


